
左から地域林政アドバイザーの中嶋さん、
瀬戸宇治さん、甲津原自治会長の林さん
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地域林政アドバイザーを紹介

①登記簿と図面を
　突き合わせ確認

②所有者らと現場を　 
　歩き地形などを確認

③境界杭を打つ ④印を括りつける

森林境界の確認方法

大切にしていること
他県の出身で、滋賀県の職
員として働いていましたが、
今はアドバイザーとして地元
の人とのつながりや関係を
大切に取り組んでいます。

今後の目標
今後は、平成31年にできた
森林経営管理制度に基づい
て、手入れの行き届いていな
い森林を、適切に整備をした
り、不明確な森林境界の明
確化を行ったりと、所有者と
協議しながら取り組んでいき
たいと思っています。

地域林政アドバイザー
 せ　と　う　じ 　しょういち 　　　

瀬戸宇治 章一さん

大変だったこと
今まで山の所有者と直接関
わることがなかったため、最
初は関わり方などに試行錯
誤しました。
本来、山の所有者自らで手入
れをしてもらうことが理想で
すが、山村の過疎化や、高齢
化が原因で、管理ができなく
なっています。そのため、私
たちアドバイザーが働きかけ
ることで綺麗にしていければ
と思っています。

今後の目標
甲津原をモデル地域として取
り組む中で、良かった点や改
善すべき点などを検証しな
がら、森林整備全体を米原
市で広げていきたいと思い
ます。

地域林政アドバイザー
　　なかじま　ひであき 　　　

　中嶋 英明さん

自治会長に

インタビュー
 T�ic

　　　　　　　　　　 はやし きよ み　　　
　　 甲津原自治会長　林 清美さん

山林の管理をするために山へ入る機会
が少なくなり、手入れが行き届かなく
なってきました。これからは、地域林
政アドバイザーの皆さんと協力して、
管理を行っていければと思っています。

　米原市役所　
　YouTubeチャンネル
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